
 

 

導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

人口構造： 

白石町年齢別人口推計（町総合計画より） 

 

白石町年齢別割合推計（町総合計画より） 

 



  本町における人口は年々減少しており、平成３２年度における人口は、２２，８

３６人と推計される。年齢別割合については、年々高齢化が進み生産年齢人口が減

少していくことが見込まれる。 

 

産業構造： 

白石町就業者人口の推計（町総合計画より） 

 

 

白石町就業者人口の構成比の推計（町総合計画より） 

 

  本町における就業者については、人口減少及び生産年齢人口減少に伴い年々減少

を続け、その構成割合は第一次、第二次産業が減少し第三次産業が増加する見込み



である。今後、本町の基幹産業である農業をはじめ漁業、工業の生産力の維持拡大

を図るために、生産性の高い設備への投資を積極的に行い、労働生産性を高めるこ

とが急務である。 

 

中小企業者の実態等： 

商工業者の推移（白石町商工会調） 

 

 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食店 サービス その他 合計 

平成１８年度 244 64 57 286 68 186 48 935 

平成２８年度 220 55 43 218 79 221 31 867 

比較割合 90.2% 85.9% 75.4% 76.2% 116.2% 118.8% 64.6% 91.0% 

 

小規模事業者の推移（白石町商工会調） 

 

平成２８年度における商工業者の約９４．２％は小規模事業者に分類される。そ

の数は平成１８年からの１０年間で約１割減少しており、厳しい経営環境の中廃業

に追い込まれている実態が伺える。特に公共事業の削減や大型店等の出店ラッシュ、

価格競争による小売業・製造業・建設業の減少が著しい。 

このような経営環境の中、少子化による後継者不足に加え、家業に見切りをつけ

事業を継がせたくないと考える事業主が増えるとともに、事業主の高齢化が加速し

廃業予備軍も多くなってきている。廃業の増加は地域経済を衰退させ、買物弱者の

増加等さまざまな弊害が生じている。 

町としては、生産性の高い設備への投資を積極的に行い、労働生産性を高める投

資を推進していくことで、中小事業者に安定的な経営を図っていただき、これ以上

の廃業に歯止めをかけたいと考えている。 

 

 

（２）目標 

計画期間において、町は当該法及びその趣旨について広報をはじめとしたさま

ざまな方法で周知を行うとともに、商工会等をはじめとした経営革新等支援機関

が中小事業者に対し積極的に情報の提供を行うことで、先端設備等導入計画を策

定し計画に基づき設備投資を行う事業者を計画期間中に３０件程度認定するこ

とを目標とする。 

 建設業 製造業 卸売業 小売業 飲食店 サービス その他 合計 

平成１８年度 238 59 48 273 66 177 43 904 

平成２８年度 218 49 37 204 77 208 24 817 

比較割合 91.6% 83.1% 77.1% 74.7% 116.7% 117.5% 55.8% 90.4% 



（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画については、労働生産性（中小企業等の経営強化に関する

基本方針に定めるものをいう。）が年平均３％以上向上することを目標とするこ

ととし、計画期間が３年間の場合は９％以上、４年間の場合は１２％以上、５年

間の場合は１５％以上の目標伸び率とする。 

 

 

２ 先端設備等の種類 

中小企業者の幅広い取組を促すため、導入を促進する本計画の対象となる先端設

備等の種類は、中小企業等経営強化法施行規則第７条第１項に定める先端設備等全

てとする。 

 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

対象地域については、本町における全ての地域で中小企業者が事業を営んでい

ることから、中小企業者による幅広い取組を促すため、本計画の対象地域は、白

石町全域とする。 

 

（２）対象業種・事業 

対象業種・事業については、本町の事業者の業種・事業は特定の業種・事業に

集中しておらず、幅広い業種・事業が展開されていることから、対象業種・事業

は、全業種・全事業とする。 

 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

本計画の計画期間は、国が同意した日から５年間とする。 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

先端設備等導入計画の計画期間は、３年間、４年間または５年間のいずれかとす

る。 

 

 

５ 先端設備等の導入の促進に当たって配慮すべき事項 

（１）対象の除外 

白石町暴力団排除条例第２条第１項第１号から第４号までに定義された者に係

る取組については計画認定の対象としない。 

 



 

（２）雇用への配慮 

雇用の安定を図るため、人員削減を目的とした取組については計画認定の対象と

しないこととし、労働生産性の向上を判断する場合において人員増が評価に当たっ

て不利にならないよう配慮する。 

 

（３）認定等に対する配慮 

  中小企業者の認定の予見可能性を高めるため、認定判断に当たっての客観的な基

準及び先端設備等導入計画の作成に資する資料等について公表する。 

  認定に当たっては、導入促進指針及び同意導入促進基本計画に適合することを確

認するために追加の書類の提出その他必要な手段を取ることができるものとする

が、小規模企業者を含めた中小企業者に対する過度な負担とならないよう配慮する。 

 

（４）中小企業者に対する施策の総合的推進 

  先端設備等導入を実施しようとする中小企業者に対し、当該中小企業者の行う事

業に関する経営方法又は技術に関する助言、研修又は情報提供、人材の育成又は確

保その他必要な施策を総合的に推進するよう努める。 

 

（５）計画の進捗状況についての調査 

  導入促進基本計画及び先端設備等導入計画の進捗状況を調査し把握することと

し、先端設備等導入計画の進捗状況を定期的に把握し、中小企業者の行った自己評

価の実施状況を把握するよう努める。 

 


